
 

 

定 款 
 

第１章 総  則 
 

（商 号） 

第 １ 条 当会社は、READYFOR株式会社と称し、英文では READYFOR INC.と表記する。 

 

（目 的） 

第 ２ 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

（１） インターネットを利用した情報提供サービス及びコンピュータシステ

ム、ソフトウェア、情報、知識、意匠、Ｗｅｂ、ディジタルコンテンツ、

ビジネスモデルに関する企画、研究、調査、設計、開発、販売、賃貸及

び保守 

（２） 広告代理業務 

（３） イベントの企画、運営 

（４） 書籍、雑誌等の編集、出版及び販売 

（５） 教育及び教材の開発、販売 

（６） 各種コンサルティング 

（７） 知的財産権の取得、管理、賃貸、販売 

（８） 上記各号に付帯又は関連する一切の業務 

 

（本店の所在地） 

第 ３ 条 当会社は、本店を東京都千代田区に置く。 

 

（機 関） 

第 ４ 条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 

（１） 取締役会 

（２） 監査役 

 

（公告方法） 

第 ５ 条 当会社の公告方法は、日刊工業新聞に掲載する方法とする。 

 

第２章 株  式 
 

（発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数） 

第 ６ 条 当会社は普通株式及び優先株式を発行し、優先株式は A種優先株式からなる

ものとする。 

２． 当会社の発行可能株式総数は、150万株とし、普通株式の発行可能種類株式

総数は 149万 2,569株、A種優先株式の発行可能種類株式総数は 7,431株とす

る。 

 

（株券の不発行） 

第 ７ 条 当会社の株式については、株券を発行しない。 

 

（株式の譲渡制限） 



 

 

第 ８ 条 当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければな

らない。 

 

（相続人等に対する株式の売渡しの請求） 

第 ９ 条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、

当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。 

 

（株式等の割当てを受ける権利を与える場合） 

第 10 条 当会社の株式（自己株式の処分による株式を含む。）及び新株予約権を引き

受ける者の募集において、株主に株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を

与える場合には、その募集事項、株主に当該株式又は新株予約権の割当てを受

ける権利を与える旨及び引受けの申込みの期日の決定は取締役会の決議によ

って行う。 

 

（株主名簿記載事項の記載等の請求） 

第 11 条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録するこ

とを請求するには、株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記

載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人が当会社所

定の書式による請求書に署名又は記名押印し、共同して請求しなければならな

い。 

２． 前項の規定にかかわらず、利害関係人の利益を害するおそれがないものとし

て法務省令に定める場合には、株式取得者が単独で株主名簿記載事項を株主名

簿に記載又は記録することを請求することができる。 

 

（質権の登録及び信託財産の表示） 

第 12 条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会

社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、提出しなければな

らない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。 

 

（手数料） 

第 13 条 前二条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなけれ

ばならない。 

 

（株主の住所等の届出） 

第 14 条 当会社の株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、

当会社所定の書式により、その氏名又は名称、住所及び印鑑を当会社に届け出

なければならない。届出事項に変更を生じたときも、その事項につき、同様と

する。 

 

（基準日） 

第 15 条 当会社は、毎年 6 月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を

有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使

することのできる株主とする。 

 

 

第３章 優 先 株 式 







 

 

（既発行株式数 

－自己株式数） 

（既発行株式数－自己株式数）＋新規発行株式数 

 
新規発行株式数 

×1株当たりの払込金額 

く。）、次の算式（以下「取得価額調整式」という。）により取得価

額を調整する。なお、調整後の取得価額は、払込期日（会社法第 209

条第 1 項第 2 号が適用される場合には、同号に定める期間の末日）

の翌日以降、また募集のための株主割当日がある場合は、その日の

翌日以降これを適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、自己株式処分の場合には、取得価額調整式における「新規発

行株式数」は「処分自己株式数」、「1株当たりの払込金額」は「1株

当たりの処分価額」、「自己株式」は「処分前自己株式数」とそれぞ

れ読み替える。 

取得価額調整式における「既発行普通株式の数」の算出上、その時

点において発行され当会社が保有していない優先株式はすべてそ

の取得請求権又は取得条項に従い普通株式に転換されたものと仮

定し、その時点において発行され当会社が保有していない新株予約

権はすべて行使され普通株式が発行されたものと仮定し、それぞれ

既発行普通株式の数に算入されるものとする。 

ただし、本③による取得価額の調整は、A種優先株式の発行済株式

数の 3分の 2以上を保有する A種優先株主（複数の A種優先株主が

保有する A 種優先株式の数が 3 分の 2 以上となる場合を含む。）が

かかる調整を不要とした場合には調整は行われない。 

④ 調整前の取得価額を下回る価額をもって普通株式の交付と引換え

に当会社に取得される株式、新株予約権もしくはその他の証券を発

行又は処分する場合（無償割当てを含むが、株式無償割当てを除

く。）、かかる株式、新株予約権もしくはその他証券の払込期日（新

株予約権の場合は割当日）に、また株主割当日がある場合はその日

に、発行又は処分される株式、新株予約権もしくはその他の証券の

全てが当初の条件で取得又は行使等され普通株式が交付されたも

のとみなし､取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として

かかる価額を使用して計算される額をもって、調整後の取得価額と

する。調整後の取得価額は、払込期日（会社法第 209条第 1項第 2

号が適用される場合には、同号に定める期間の末日）の翌日以降、

また株主割当日がある場合は､その日の翌日以降これを適用する。

ただし、本④による取得価額の調整は、当会社又は当会社の子会社

若しくは関連会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する

規則（昭和 38 年 11 月 27 日大蔵省令第 59 号。その後の改正を含

む。）第 8条に定める「関連会社」を意味する。）の取締役、監査役、

従業員又は顧問に対してインセンティブの付与を目的として発行

される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものと

する。また、本④による取得価額の調整は、A種優先株式の発行済

株式数の 3分の 2以上を保有する A種優先株主（複数の A種優先株

調整後取得価額＝調整前取得価額× 

＋ 



 

 

主が保有する A種優先株式の数が 3分の 2以上となる場合を含む。）

がかかる調整を不要とした場合には調整は行われない。 

⑤ 新株予約権の行使により発行される普通株式 1 株当たりの払込金

額が調整前の取得価額を下回ることになる新株予約権を発行する

場合、かかる新株予約権の割当日に、また株主割当日がある場合は

その日に、発行される新株予約権全てが行使されたものとみなし、

取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額

を使用して計算される額をもって、調整後の取得価額とする。調整

後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降これを適用

する。ただし、本⑤による取得価額の調整は、当会社又は当会社の

子会社若しくは関連会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に

関する規則（昭和 38年 11月 27日大蔵省令第 59号。その後の改正

を含む。）第 8条に定める「関連会社」を意味する。）の取締役、監

査役、従業員又は顧問に対してインセンティブの付与を目的として

発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないも

のとする。また、本⑤による取得価額の調整は、A種優先株式の発

行済株式数の 3分の 2以上を保有する A種優先株主（複数の A種優

先株主が保有する A 種優先株式の数が 3 分の 2 以上となる場合を

含む。）がかかる調整を不要とした場合には調整は行われない。 

（２） 上記（１）に掲げた事由によるほか、次の①ないし④に該当する場合に

は、当会社は A 種優先株主及び A 種優先登録株式質権者に対して、あ

らかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後の取得価額、適用の

日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行

うものとする。 

① 合併、株式交換、株式移転、会社分割、若しくは資本の減少のため

に取得価額の調整を必要とするとき。 

② 前①のほか、当会社の発行済普通株式数（ただし、当会社が保有す

る当会社の普通株式の数を除く。）の変更又は変更の可能性を生ず

る事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。 

③上記（１）の④に定める株式、新株予約権又はその他の証券につき、

その取得・行使等により普通株式が交付され得る期間が終了したと

き。ただし、当該株式、新株予約権又はその他の証券すべてにつき

普通株式が交付された場合を除く。 

④上記（１）の⑤に定める新株予約権の行使期間が終了したとき。ただ

し、当該新株予約権すべてにつき行使請求が行われた場合を除く。 

（３） 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第 2 位ま

で算出し、小数第 2位を四捨五入する。 

（４） 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取

得価額との差額が 1 円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれ

を行わない。ただし、その後取得価額の調整を必要とする事由が発生し、

取得価額を算出する場合には、調整前取得価額はこの差額を差引いた

額とする。 

（５） 取得価額の調整が行われる場合には、当会社は、関連事項決定後、A種

優先株主又は A 種優先登録株式質権者に対して、その旨並びにその事

由、調整後の取得価額、適用の日及びその他の必要事項を通知しなくて

はならない。 

 



 

 

（金銭と引換えにする取得請求権） 

第 18 条 A種優先株主（以下「優先株主」という。）は、当会社が、事業譲渡又は会社

分割により、当会社の全部又は実質的に全部の事業を第三者に移転させた場合

には、かかる移転の効力発生日を初日として 30日間（以下、本条において「取

得請求期間」という。）に限り、保有する A種優先株式（以下、「優先株式」と

いう。）の全部又は一部を取得しその取得と引換えに本条の定めにより金銭を

交付することを当会社に請求することができる。 

２． 本条による優先株式の取得と引換えに交付される 1 株あたりの金銭（以下

「取得金額」という。）は、下記に定める金額とする。なお、優先分配額の調

整にかかる第 16条第３項の規定は、取得金額に準用するものとする。 

（１） A種優先株式 

取得請求期間の初日に当会社が解散したとみなして第 16 条を適用した

場合に、A種優先株式 1株につき分配される額に相当する金額 

３． 本条による取得の請求があった場合、当会社は取得請求期間の満了時におい

て請求の対象となった優先株式を取得するものとし、直ちに取得金額に対象と

なる株式数を乗じた金額を優先株主に支払うものとする。 

 

（普通株式を対価とする取得条項） 

第 19 条 当会社は、優先株式の発行以降、当会社の株式のいずれかの金融商品取引所

への上場（以下「株式公開」という。）の申請を行うことが取締役会（取締役

会設置会社でない場合には株主総会）で可決され、かつ株式公開に関する主幹

事の金融商品取引業者から要請を受けた場合には、取締役会（取締役会設置会

社でない場合には株主総会）の定める日をもって、発行済の優先株式の全部を

取得し、引換えに優先株主に当会社の普通株式を交付することができる。当会

社は、その対価として、かかる優先株式の払込金額を、第 17 条に基づいて定

められるその時点における取得価額で除して得られる数の普通株式を交付す

る。 

２． 前項に定める普通株式の数の算出にあたって、優先株主に交付される普通株

式の総数に 1 株に満たない端数が生じたときは、会社法第 234 条第 1 項の規

定に従ってこれを取り扱う。 

 

（議決権） 

第 20 条 優先株主は、普通株主と同様に、株主総会において優先株式 1株につき 1個

の議決権を有する。 

 

（株式の併合又は分割、募集株式の割当て等） 

第 21 条 当会社は、株式の分割又は併合を行うときは、全ての種類の株式につき同時

に同一割合でこれを行う。 

２． 当会社は、株主に株式無償割当て又は新株予約権（新株予約権付社債に付さ

れたものを含む。以下本条において同じ。）の無償割当てを行うときは、普通

株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、優先

株主には当該優先株式又は当該優先株式を目的とする新株予約権の無償割当

てを、それぞれ同時に同一割合で行う。 

３． 当会社は、株主に募集株式又は募集新株予約権の割り当てを受ける権利を与

えるときは、普通株主には普通株式又は普通株式の新株予約権の割当てを受け

る権利を、優先株主には優先株式又は優先株式を目的とする新株予約権の割当

てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で行う。 



 

 

 

 

第４章 株 主 総 会 
 

（招 集） 

第 22 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後 3か月以内に招集し、臨時株主

総会は、必要あるときに随時これを招集する。 

 

（招集権者及び議長） 

第 23 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、取締役会の決議をも

って、取締役 CEOが招集し、議長となる。ただし、取締役 CEOに事故があると

きは、取締役会においてあらかじめ定める順序に従い、他の取締役が株主総会

を招集し、議長となる。 

 

（決議の方法） 

第 24 条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席し

た議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 

２． 会社法第 309 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株

主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以

上をもって行う。 

 

（議決権の代理行使） 

第 25 条 株主は、当会社の議決権を有するほかの株主 1名を代理人として、その議決

権を行使することができる。 

２． 株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出し

なければならない。 

 

 

第５章 種類株主総会 
 

（種類株主総会）  

第 26 条 当会社は、すべての種類株式について会社法第 322 条第１項の規定による

種類株主総会の決議を要しない。 

２． すべての種類株式に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を引受ける者

の募集につき当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議

を要しない。 

３． すべての種類株式を目的とする新株予約権に関する募集事項の決定は、当該

新株予約権を引受ける者の募集につき当該種類の株式の種類株主を構成員と

する種類株主の決議を要しない。 

 

（株主総会に関する規定の準用） 

第 27 条 前章の規定は、種類株主総会においてこれを準用する。 

２． 第 15条の規定は、定時株主総会と同日に開催される種類株主総会にこれを

準用する。 

 

 



 

 

第６章 取締役、監査役及び取締役会 
 

（取締役及び監査役の員数） 

第 29 条 当会社の取締役は 3名以上とし、監査役は 1名以上とする。 

 

（取締役及び監査役の選任） 

第 30 条 当会社の取締役及び監査役の選任決議は、議決権を行使することができる

株主の議決権の 3分の 1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をも

って行う。 

２． 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 

 

（取締役及び監査役の任期） 

第 31 条 取締役の任期は、選任後 10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時株主総会の終結の時までとし、監査役の任期は、選任後 4年以内に

終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと

する。 

２． 補欠又は増員として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満

了する時までとする。 

３． 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退

任した監査役の任期の満了する時までとする。 

 

（役付取締役） 

第 32 条 取締役会の決議をもって、取締役の中から､CEO1名を選定し､必要に応じて､

COO､CFO､CTO各若干名を選定することができる。 

 

（代表取締役） 

第 33 条 取締役会の決議をもって、ＣＥＯ並びに前条の役付取締役の中から会社を

代表する取締役を定める。 

 

（取締役会の招集及び議長） 

第 34 条 取締役会は取締役ＣＥＯが招集し、議長となる。ただし、取締役ＣＥＯに事

故があるときは、取締役会においてあらかじめ定める順序に従い、他の取締役

が取締役会を招集し、議長となる。 

 

（取締役会の招集通知） 

第 35 条 取締役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各取締役及び各監査役に対し

て発するものとする。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することがで

きる。 

 

（取締役会の決議の省略） 

第 36 条 当会社は、会社法第 370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があっ

たものとみなす。 

 

（取締役会規程） 

第 37 条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める

取締役会規程による。 



 

 

 

（報酬等） 

第 38 条 取締役及び監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から

受ける財産上の利益は、それぞれ株主総会の決議によって定める。 

 

（非業務執行取締役及び監査役との責任限定契約） 

第 39 条 当会社は、会社法第 427条第 1項の規定により、取締役（業務執行取締役等

であるものを除く）との間で、当会社に対する損害賠償責任を限定する契約を

締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金 10

万円以上であらかじめ定める金額又は法令が定める額のいずれか高い額を限

度として責任を負担する契約を締結することができる。 

２． 当会社は、会社法第 427条第 1項の規定により監査役との間で、当会社に対

する損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約

に基づく賠償責任の限度額は、金 10 万円以上であらかじめ定める金額又は法

令が定める額のいずれか高い額を限度として責任を負担する契約を締結する

ことができる。 

 

 

第７章 計  算 
 

（事業年度） 

第 40 条 当会社の事業年度は、毎年 7月１日から翌年 6月 30日までの 1年とする。 

 

（剰余金の配当等） 

第 41 条 当会社は、株主総会の決議によって、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記

載又は記録ある株主、登録株式質権者（以下「株主等」という。）に対して剰

余金の配当を行う。 

２． 前項に定める場合のほか、当会社は、基準日を定め、その最終の株主名簿に

記載又は記録ある株主等に対して、剰余金の配当を行うことができる。 

 

（剰余金の配当の除斥期間） 

第 42 条 剰余金の配当がその支払提供の日から満 3 年を経過してもなお受領されな

いときは、当会社はその支払義務を免れる。 

 

 

第８章 附  則 
 

（法令の準拠） 

第 43 条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。 

以上 

 

  



 

 

以上、原本と相違ないことを証明します。 

 

令和 1年 5月 31日 

READYFOR株式会社 

代表取締役 CEO 山田はるか 印 










